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（
財
政
金
融
委
員
会
）

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
七
十
四
回
国
会
閣
法
第
六
四
号
）

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
保
険
業
法
の
特
例
と
し
て
経
過
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
社
団
法
人
等
の
行
う
保
険
業
の
果
た
す
役
割
に
か
ん

が
み
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
こ
れ
ら
の
保
険
業
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
保
険
契
約
者
の
保
護
等

の
観
点
か
ら
必
要
な
規
制
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
認
可
特
定
保
険
業
者
に
対
す
る
保
険
業
法
の
特
例

１

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
公
布
の
際
、
特
定
の
者
を
相
手
方
と
し

て
保
険
の
引
受
け
を
行
う
事
業
（
特
定
保
険
業
）
を
現
に
行
っ
て
い
た
者
等
は
、
当
分
の
間
、
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
て
、

特
定
保
険
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

１
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
申
請
書
を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
申
請
者
が
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
こ
と
、
特
定
保
険
業
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必

要
な
財
産
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
こ
と
等
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
に
、
行
政
庁
は
認
可
を
す
る
。
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二
、
認
可
特
定
保
険
業
者
に
対
す
る
規
制

１

認
可
特
定
保
険
業
者
が
行
う
特
定
保
険
業
は
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
の
際
現
に
行
っ
て
い
た

範
囲
内
と
し
、
特
定
保
険
業
等
以
外
の
業
務
を
新
た
に
行
う
に
は
、
行
政
庁
の
承
認
を
要
す
る
な
ど
、
認
可
特
定
保
険
業

者
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
設
け
る
。

２

認
可
特
定
保
険
業
者
に
対
し
、
特
定
保
険
業
等
と
他
の
業
務
と
の
区
分
経
理
、
財
務
状
況
等
の
開
示
、
責
任
準
備
金
等

の
積
立
て
を
義
務
付
け
る
な
ど
、
認
可
特
定
保
険
業
者
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
必
要
な
規
制
を
設
け
る
。

３

認
可
特
定
保
険
業
者
に
対
す
る
報
告
徴
求
、
立
入
検
査
、
業
務
改
善
命
令
等
の
監
督
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

三
、
そ
の
他

１

認
可
特
定
保
険
業
者
に
対
す
る
監
督
等
を
行
う
行
政
庁
は
、
旧
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
に

つ
い
て
は
従
前
の
例
に
よ
り
当
該
法
人
の
業
務
の
監
督
を
行
っ
て
い
た
行
政
機
関
（
従
前
の
社
団
法
人
等
の
旧
主
務
官
庁
）

と
し
、
そ
の
他
の
法
人
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
（
金
融
庁
）
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
今
回
の
改
正
に
係
る
特
定
保
険
業
の
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
規
定
に
関
し
て
、
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見
直
し
の
期
日
を
「
施
行
後
適
当
な
時
期
」
か
ら
「
施
行
後
五
年
を
目
途
」
に
改
め
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


